
事 務 連 絡

令 和 元 年 ６ 月 1 1 日

都 道 府 県

各 保健所設置市 衛生主管部（局）食品衛生担当課 御中

特 別 区

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課

対ＥＵ輸出水産食品の取扱いについて

ＥＵ向けに輸出される水産食品の取扱いについては、「対ＥＵ輸出水産食品の

取扱いについて」（平成21年６月４日付け食安発第0603001号厚生労働省医薬食

品局食品安全部長通知、21消安第2148号農林水産省消費・安全局長通知、21水

漁第175号水産庁長官通知）中の別紙「対ＥＵ輸出水産食品の取扱要領」（以下

「取扱要領」という。）に基づき取り扱っているところです。

今般、取扱要領別添１の第２の８（２）に規定されている、輸入水産食品を

使用して製造を行う場合に当該水産食品がＥＵの衛生要件を満たしていること

を確認するための証明書類について、米国商務省海洋大気庁海洋漁業局と協議

を行った結果、下記のとおり衛生証明書の入手が可能となるとの情報を得まし

たので、御了知いただくとともに、貴管内関係者への周知について、よろしく

お願いします。

記

１．発行される衛生証明書：CERTIFICATE OF INSPECTION - FISHERY

PRODUCT INTENDED FOR RE-EXPORT TO EU（別添参照）

２．発行開始予定日：本年６月13日
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